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自衛隊名簿提供違憲訴訟（RYU裁判）

• 奈良市在住の18歳高校3年生（提訴当時）を原告に。

• 被告は奈良市と国。

• 損害賠償請求を求める。（100万円と弁護士費用）

• 原告は完全匿名で。

当事者である青年本人が原告となる全国で初めての裁判



2024年3月29日 奈良地裁へ提訴



RYU裁判をなぜ起こしたのか

自治体申し入れだ
けでは状況を変え

られない。

憲法を武器に裁判
でたたかえば勝利

できる！

原告になる青年が
見つかった！



自衛官募集名簿問題とは １

①防衛省・自衛隊の求めに応じて、全国各地の地方
自治体が、青年（18歳・22歳）の個人情報を、自衛
隊に提供している。

②個人情報とは、氏名、住所、生年月日、性別。

③本人や家族の承諾を得ず、その事実を知らせず。



自衛官募集名簿問題とは ２

④自衛隊は入手した情報をもとに、青年へ隊員募集
のダイレクトメール送付している。

⑤「今年度高等学校をご卒業予定の皆様へ」という
手紙を添えて

⑥手紙には「個人情報は、自衛隊法97条1項、及び
自衛隊法施行令120条に基づく…提供依頼、又は、
住民基本台帳法11条1項に基づく住民基本台帳の一
部の写しの閲覧を通じて入手…」と記載。







第２ 事実経過

◆ ２０２２年７月 奈良市 「除外申請制度」導入

同年１０月１日 「情報提供除外申請書」受付 開始

◆ ２０２２年１２月８日

自衛隊奈良地方協力本部長 → 奈良市長

募集対象者の個人４情報に関する資料についての紙媒体

又は電子媒体での提出を依頼

◆ ２０２３年１月３０日

奈良市と自衛隊奈良地本

「奈良市自衛官等募集に係る住民基本台帳の一部の写し

の提供に関する覚書」

☞ 募集対象者の個人４情報を紙媒体で提供へ
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第２ 事実経過

◆ ２０２３年２月

奈良市 → 自衛隊奈良地本

募集対象者の個人４情報を紙媒体で提供

募集対象者の人数 １８歳２９９３人（未成年）

２２歳３４２６人

◆ ２０２３年７月上旬

原告の元に、自衛隊奈良地本からの郵便はがき配達

「今年度高等学校をご卒業予定の皆さまへ」

「この度は、１８歳を迎えられ、高校等卒業後の進路を検討さ
れている方及び保護者様に自衛官等の募集・採用について御
案内させていただきたく、お手紙を差し上げました。」
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自衛隊への「適齢者名簿」提供が全国で急増



個人情報保護は基本的人権

①憲法13条

②個人情報保護法。

③住民基本台帳法。

個人情報保護は時代の要請。それなのになぜ？

④奈良市個人情報保護条例（個人情報保護法に一本化）



• プライバシー権は、デジタル化が急速に進む現代社会においては、人が
「個人」として存在し、「個人」として自己決定し、 「個人」として生きていく
ために、自らの個人情報を、誰に、どの範囲で開示するのかについて、決
定する極めて重要な権利（自己情報コントロール権）。

•行政機関が個人情報を保有できるのは「法令の定める所掌事務又は業務
を遂行するため必要な場合」で、「利用目的をできる限り特定」する場合に
限定される（個人情報保護法６１条１項）

•利用目的以外の目的のために利用、提供してはならない（同法６９条１項）

•本件では、住民基本台帳法の規定を無視し、奈良市が、違法にも、本人に
無断で、目的外に個人情報を提供している。
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個人情報保護は基本的人権

しかし現実に、全国で大規模なプライバシー侵
害が起こっている！しかも、国・自治体の行為に
よって。

そんなこと、ありえないというのが普通の市民感覚

名簿提供されている青年の数は、全国で約200万人？



個人情報保護は基本的人権

法的根拠なし、憲法１３条違反！

自治体「法令に基づき適正に対処しています。」

国「特段の問題は生じない。」
（2020年閣議決定と21年総務省・防衛省連名通知）

↑



◆ 個人情報を目的外に第三者へ提供する行為は、基本的人権た
る自己情報コントロール権の制約につながるものであるから、本人
同意が原則

◆同意なく目的外に個人情報の収集・保有・利用・提供が可能となる
には、法令に明確に定められていること、高い公益目的が必要。

◆個人情報保護法１８条第３項「法令に基づく場合」と定めるが、「ガ
イドライン」が挙げるのは、警察による捜査関係事項照会や裁判官
の発する令状に基づく捜査に対応する場合、税務署の所得税等に
関する調査に対応する場合など、いずれも高い公益性のある場合に
限られている。
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◆ 2021年の国通達

「自衛隊法第９７条第１項及び同法施行令第１２０条を根拠と
して募集対象者の個人４情報に関する資料の提出を市区町
村長に対して求めることができるとし、この資料として住民基
本台帳の一部の写しを用いても住民基本台帳法上特段の問
題を生ずるものではない」

◆ 自衛隊法第９７条第１項

「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより
自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う
」と定めるのみで、募集事務の具体的内容を定めていない。
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◆ 自衛隊法施行令第１２０条

「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要がある
と認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又
は資料の提出を求めることができる」

☞ 同条は第七章「雑則」において規定

第七章 １１４条～１１９条では地方公共団体の募集事務（募集期
間の告示、応募資格の調査及び受験票の交付、応募資格の調査の
委嘱、試験期日及び試験場の告示等、広報宣伝）について定めてい
る。

１２０条はこれらの規定を受けて定められている。

同条はこのような第１１４条～１１９条に定められた地方公共団体の
募集事務に関する報告や資料の提出の規定
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◆ 結論

自衛隊法第９７条第１項は個人情報の取得に関して一切

触れていないのであり、その下位規範である同法施行令第

１２０条により広範な個人情報の取得が認められるという解

釈は法の授権の限界を超える。

さらに、そもそも自衛隊の募集事務は、単なる一省庁にお

ける利益に留まるものであり、高度な公益性を有するものと

は決していえない。

よって、憲法上保障された人権の制約根拠となり得ない。
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◆ 奈良市は、住民基本台帳法第１１条第１項に基づいて個人
４情報を提供（議会答弁）

☞ 住民基本台帳の一部の写しの「閲覧」を定めるのみ

個人４情報を紙媒体で提供することはできない。

◆ 同法第１２条の２ 国の機関が住民票の写し等の交付を

請求することができる旨の規定

☞ 請求対象者個人の住民票の写し等の交付を求める規定
であり、この規定によって、一定の年齢の個人４情報を、根こそ
ぎ、紙媒体で提供することはできない。
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個人情報保護は基本的人権

現在の自衛隊は憲法９条違反が明白！

自治体「自衛隊員の募集という目的に公益性あり。」
自衛隊と覚書締結。隊員募集の目的外には使わない。

↑

今日の自衛隊の実態が明白な違憲であること
を裁判で立証する絶好のチャンス。



2014年 集団的自衛権の容認・閣議決定
2015年「安保法制」（戦争法）の強行
2022年12月16日
「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」 ｢防衛力整備計
画｣（安保3文書）の閣議決定を強行

敵基地攻撃能力の保有、軍事費倍増へ

2024年4月10日 日米共同声明
「日米安保条約の歴史的大改悪」

自衛隊は米軍の指揮のもとにたたかうことに



◆ 「自衛官」及び「自衛官候補生」の意味

自衛隊に所属する者は全員「自衛隊員」であり、その中で

階級を持ち、国際法において正規軍の兵士として扱われる者

を「自衛官」という。他に防衛事務官、技官などがある。

「自衛官候補生」は、自衛隊員に採用後に任命され、自衛官と
なるために必要な基礎的教育訓練に専念し、自衛官候補生とし
て所要の教育を経て3ヶ月後に2等陸・海・空士（任期制自衛官）
に任官する者である。

従って、自衛隊は軍隊であり、自衛官は兵士である。
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• 専守防衛の自衛隊は憲法第９条第２項の「戦力」に
該当しないという憲法解釈をとる政府も、「国際法上、
軍隊とは、一般的に、武力紛争に際して武力を行使
することを任務とする国家の組織」としたうえで、自衛
隊を「我が国を防衛することを主たる任務とし憲法第
９条の下で許される『武力の行使』の要件に該当する
場合の自衛の措置としての『武力の行使』を行う組織
であることから、国際法上、一般的には、軍隊として
取り扱われるものと考えられる。」として、自衛隊が軍
隊であり、自衛官が兵士であることを認めている。
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◆ 自衛官＝兵士の職務の本質は「賭命義務」

• 武力を行使する兵士には、「賭命義務」が課される。公務員
の職務の中には、その職務を遂行するうえで生命の危殆に直
面しうるものがあるが、自衛官には「自らの命を賭けて相手を
せん滅（殺傷）する」という武力行使への服従義務がある。

• すなわち、自衛隊法第５２条は、服務の本旨として、隊員に
「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め」
ることを求め、「服務の宣誓」（同法第５３条）を行なわせてい
る。

• これにより軍隊（国家）は、特定の個人に対して自己の生命
を国家のために犠牲にするよう命じることができる。
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◆ 自衛官の「公務労働」の内容と国民の認知度

• 自衛官は、入隊直後から、相手をせん滅（殺傷）し「賭命義務」を
遂行する兵士養成の厳しい教育訓練が始まる。

• 自衛隊員は、上命下服の絶対的な規律の下で勤務生活を送る。
軍隊の規律は軍紀と呼ばれ、「服務ハンドブック（幹部隊員用・服
務参考資料）」は次のように説明する。

• 「自衛隊はその規律の基礎を戦闘におく。戦闘の目的は、敵に勝
ち味方を守ることにある。したがつて規律は最も厳正であることを
要し、非常危急の際にこそ役立つものでなければならぬ。厳正な
規律によつてのみ、部隊はその行動において正しく、速く、強く、こ
とに臨んで確実に目的を達することができる。規律は部隊の生命
である」。
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• 「自衛隊の規律の特性で一番重要な点は、規律の基礎が戦
闘にあるということである。戦闘の規律から発して、すべて平
時の規律が作られていることが、一般の社会の規律とは異な
っている」 こうして「自覚に基づく積極的な服従の習性を育成
する」とされる。

• しかし、このような自衛官という職業の特質を多くの国民は理
解していない。また、戦闘の規律と平時の規律を同一化してい
ることや、２４時間服務し所定労働時間の内外という観念がな
いこと、「積極的な服従の習性」を育成する指導理念など、民
間企業や一般官庁とは全く違う勤務条件であることも多くの国
民は知らない。ましてや未成年者や学生はなおさらである。
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◆ 安保法制と安保3文書は、自衛隊が他国の領域にお

いて武力行使をすることが解禁されことを意味しており、
自衛隊が憲法第９条第２項が保持を禁ずる戦力に該当
することがさらに明白になった。

◆ このような任務を遂行する「人的・物的手段の
組織体」である自衛隊は、その人的手段である兵
士＝自衛官もまた違憲の存在だということができ
る。
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「戦争国家づくり」のための人的基盤強化

若者を戦場に送る企みに自治体が加担することに

これがこの問題の本質！



自衛隊への応募者が減少する中で…

＊自衛隊への志願者の減少傾向が続くことによる「人的基盤」の揺らぎ
→国による地方自治体への働きかけ強化

特に現場部隊で中核となる「曹」や現場最前線で活動する「士」の採用環境で
厳しさが増大→安保関連法成立以後に任務の危険度増、少子化

一般曹候補生志願者＝４万３６３９人（２００９年度）→２万４８４１人（２０２
２年度）＊４割強減少
・自衛官候補生の採用達成率＝昨春の採用達成率が目標の４割強

＊２００９年度以降最低

＊志願者の年齢上限を３３歳未満に引き上げ（２０１８年度～）
＊自衛官の定年延長（２０１８年度～）



令和５年版
防衛白書
資料編



「安保３文書」で明記された「人的基盤強化」②

・国家安全保障戦略
防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化

防衛力の中核である自衛隊員が、その能力を一層発揮できるようにする

ため、人的基盤を強化する。そのために、より幅広い層から多様かつ優秀
な人材の確保を図る

・国家防衛戦略

人的基盤の強化
防衛力の中核は自衛隊員である。防衛力の抜本的強化を実現するため

に当たっては、自衛官の必要な定員は増やさずに必要な人員を確保する
とともに、自衛隊員には、これまで以上の知識・技能・経験が求められて
いる・・・（中略）

採用については、質の高い人材を必要数確保するため、募集能力の一層
の強化を図る



「防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会」報告書
2023年7月12日

〇人材確保は防衛力抜本的強化の「車の両輪」

我が国の防衛予算は令和５年度から９年度にかけて、合計４３兆円となり、

前中期防衛力整備計画の２７兆円から飛躍的に増大することとなる。これにより
防衛省・自衛隊は、スタンド・オフ防衛能力、統合防空ミサイル防衛能力など
広範な分野で能力強化を図っていくこととしている。

他方、どれだけ高度な装備品等を揃えようと、それを運用する人材の
確保がままならなければ、防衛力を発揮することはできない。自衛隊
員はまさしく防衛力の中核であり、その人材確保は、装備品等の整備
と並び、防衛力の抜本的強化を支える車の両輪ともいうべきもの

である。この両輪が駆動することにより、実効的な防衛力の構築が進んでいく

（



緊急時や戦時に若者を「動員」する仕組みにも

自治体の「名簿」提供は「徴兵制」のベースとなる仕組み

＊米国やドイツなどでは、緊急時の徴兵実施のために徴兵名簿を
整備する制度が今も存在している

→米国の例：「選抜徴兵」制（ＳＳＳ）

１８歳から２５歳の米国市民および永住権を保持する男性は、
連邦選抜徴兵登録庁への登録義務

実際の兵役義務はないものの、緊急事態時や戦時中に兵員が
必要になった場合を想定して「登録者名簿」を政府が管理する仕組み

「徴兵制」の日本政府の見解
「憲法１８条が禁止する『意に反する苦役』に該当する憲法違反で、政権が
変わっても導入はあり得ない」 とは言っているが…



当事者である青年本人が原告となる裁判をしたい

イラク派兵違憲差止訴訟・名古屋高裁判決（2008年4
月17日）

「憲法9条に違反する国の行為、すなわち戦争の遂行、
武力の行使等や戦争準備行為等によって、個人の生命、
自由が侵害され・・・裁判所に対し当該違憲行為の差
し止め請求や損害賠償請求等の方法により救済を求め
ることができる」（平和的生存権）



当事者である青年本人が原告となる優位性

「原告資格なし」「訴えの利益なし」などの理
由で門前払いにできない。

具体的な権利侵害があり、紛争性がある。

権利侵害の違法性についての実質審理に入ら
ざるを得ない。

※安保法制違憲訴訟の各地の判決
「現に日本が他国から武力の行使を受け、あるいはそ
の具体的危険が生じていないから、原告らは国家賠償
を求める法的保護利益を有しない。」



高校生が原告となることの特別な意義

名簿提供時、対象者は全員未成年。

自衛隊からのDMが届いた時、RYUは17歳。

高校生・とりわけ未成年者への求人活動には
教育的な配慮が必要。

未成年者の個人情報を、保護者の同意なく提
供していることの問題はなおさら大きい。



高校卒業予定者に対する職業紹介の規制 と自衛隊への適用

◆ 新規学校卒業者に対する職業紹介の意義とル－ル

○ 厚生労働省

「新規学校卒業者の就職は、その将来を左右する重要な問題
であり、学校における教育や、家庭、地域社会における社会的
啓蒙の過程において十分な配慮が必要である。また、その職業
紹介にあたっては、新規学校卒業者が職業に対する知識経験
の乏しい事から、新規学校卒業者に対し適性と能力に応じた職
業選択ができるよう職業指導を計画的に行う必要」がある。

○ 職業安定法第２７条第１項

○ 職業安定法第３３条の２第１項
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•◆ 高校卒業予定者に対する求人活動の規制

• 厚生労働省は、求人者の求職活動が無秩序に行われることに対
して、「学校教育上支障を及ぼすとともに、新規学校卒業者の適正な
職業選択を阻害する要因ともなるので、職業安定機関は、新規学校
卒業者を対象とする求人活動については、関係各機関との連けいを
図りつつ公正かつ適正な活動が行われるよう必要な指導規制を行う
ものとする。」として、次の基本方針を定めている。

• ・家庭訪問の禁止

• ・学校訪問についての指導

• ・文書募集に対する指導
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◆ 除外申請制度について

・除外申請制度は例外要件を満たさない

・外部提供の例外要件は本人からの積極的な同意

・除外申請制度は、本人からの申請がなければ自衛隊に対

して個人４情報を提供するもので、原則と例外を逆転。

・除外申請制度の告知もホームページへの掲載と２０２２年

１２月の広報誌への簡単な記事の掲載のみ
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◆ 除外申請制度による炙り出しの危険

・奈良市は、除外申請制度を組み合わせた名簿提供行為を
行っているが、除外申請制度を組み合わせることで、自衛隊
が常に関心を持ち続けてきた自衛隊を忌避する思想の持ち
主を炙り出す結果となる。

・除外申請制度であえて提供を回避した市民は、自衛隊に対
する忌避的な感情を持つ市民として分類されることとなり、自
衛隊はかかる市民をリスト化し、監視を始める蓋然性が高い

・自衛隊は、提供された名簿と、住民基本台帳の写しを照合
すれば、除外申請制度を利用した市民の氏名、生年月日、性
別、住所は容易に割り出すことが可能
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•◆ 奈良市が、除外申請制度を認めつつ、自衛隊に対して募集対
象者の名簿を提供する行為は、非暴力の価値観や反戦平和の思
想・信条を持って自衛隊を忌避する市民の住所氏名などを積極的
に炙り出す効果を伴うものであるから、思想良心の自由（憲法１９
条）の一つである「沈黙の自由」の侵害となり、違憲である。

•◆除外申請制度は、本件条例第８条第１項（２）の例外要件を満た
すものではないのみならず、思想良心の自由（憲法第１９条）の一
つである「沈黙の自由」を侵害する違憲の制度であって、除外申請
制度によっても奈良市の違法性は阻却されない
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原告のコメント

• 自衛隊からの勧誘はがきが届いたときは、自衛
隊に行く気もありませんでしたし、特に何も思いま
せんでした。

• しかし、その後よく考えてみると、自分の個人情報
が自衛隊に本人の承諾もなしに渡っていることが
すごくおかしいと思いました。
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原告のコメント

• 自衛隊の印象は、災害救援で活躍しているとい
うことぐらいで、それ以上のことは知りませんでし
た。

• 自分は戦争はない方がよいと思っています。争
いごとは話し合いで解決すべきと思っているので、
武器を持ってたたかう自衛隊に参加するつもりは
ありません。

• 自衛隊から勧誘のはがきが届いたことは、やっ
ぱり怖いなと思っています。
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原告のコメント

• 全国で自分と同じような年齢の、若者の個人
情報が自衛隊に提供されているのはおかしい
と感じています。

• 自分が原告になることで、若者の個人情報提
供を止めるようにするために少しでもお役に立
てるのなら、という気持ちで原告になることを決
意しました。
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原告の家族（親）のコメント

•私たちの子ども時代に当たり前だったクラス名簿や連絡網は、今の学
校では作成されていません。それぐらい今は個人情報を厳格に管理す
ることが当たり前になっています。それなのに、公の組織の奈良市が、
本人・保護者の承諾もなしに個人情報を自衛隊に提供しているなんて、
ありえません。

• もし民間の会社が、本人の承諾なしに個人情報を外部に流出させ、求
人のためにその情報を使っていたら、社会的に大きな問題になります。

• 私の子どもに自衛隊からの勧誘はがきが届いたとき、子どもは17歳
の未成年でした。保護者の承諾もなく、未成年の子どもにこのようなこと
を行った奈良市と自衛隊に怒りを覚えます。

•
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原告の家族（親）のコメント

• そのうえ、自衛隊は災害救援で活動していることばかり報道されていま
す。災害救援も大切な仕事の一つだと思いますが、自衛隊は決して、ただ
の災害救援隊ではありません。日本は今、現政権のもと、軍事費が倍増
し、世界第３位といわれる軍事大国化へと進んでいます。私の子どもは、
自衛隊員は災害救援をする人だと思っていて、その実態を理解していま
せん。まるで、子どもをだまして自衛隊に勧誘しようとしているように保護
者として感じます。

• 除外申請制度は、子どもに自衛隊からの勧誘はがきが届いた後に知り
ました。そのような制度を作るよりも、自衛隊に個人情報を提供する前に、
本人や保護者に「自衛隊に個人情報を提供することに同意します」と同意
を取るべきです。
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この裁判の意義

•若者のプライバシー・人権を守るたたかい。

•「若者を戦場に送らない」たたかい。自衛隊の違
憲状態（対米従属の軍隊）を実態に基づき批判す
る。

•戦争する国づくりの大きな犠牲者は青年。全国の
青年のたたかいを高める重要な契機に。



第1回口頭弁論報告集会



第2回口頭弁論
2024年10月8日（火）１４：００～

奈良地裁にて



裁判への大きなご支援を

ご清聴ありがとうございました。
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